
令和６年２月27日 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程の一部改正 新旧対照表（案）        本部事務局人事部 

新 旧 改正理由等 

 

第１章～第８章 （略） 

 

別表第１（第３条関係） 

級別職務分類基準表 

１～６ （略） 

 

７ 福祉職給料表級別職務分類基準表 

職務の級 職務の分類基準 

１級 （略） 

２級 （略） 

３級 （略） 

４級 （略） 

５級 社会福祉施設等の課長、科長、主幹又は課長

補佐の職務 

６級 （略） 

 

８ （略） 

 

別表第２～第９ （略） 

 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

第１章～第８章 （略） 

 

別表第１（第３条関係） 

級別職務分類基準表 

１～６ （略） 

 

７ 福祉職給料表級別職務分類基準表 

職務の級 職務の分類基準 

１級 （略） 

２級 （略） 

３級 （略） 

４級 （略） 

５級 社会福祉施設等の課長、科長又は課長補佐の

職務 

６級 （略） 

 

８ （略） 

 

別表第２～第９ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉職給料表５級の

職務の分類基準に社

会福祉施設等の「主

幹」の職務を加える。 

 

第 56号議案 


